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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

　当社グループは、事業遂行における基本的価値観および目的意識を「経営理念」として確立しております。そして、「経営理念」とともに、これを
ベースに具体的な行動を示したガイドライン（「Nittoグループビジネス行動ガイドライン」）を策定するとともに、役職員にこれを周知徹底しておりま
す。

　このような「経営理念」のもと、企業価値を最大化させ永続的に発展していくためには、果敢な経営判断とともに、意思決定の迅速性や透明性が
必要と考えております。そのためには、コーポレートガバナンスの確立が極めて重要な課題であると捉え、コーポレートガバナンス体制の実効性確
保だけでなく、次の基本原則に沿って、「コーポレートガバナンスに関するガイドライン」(参考１)を策定し、体制のより一層の充実化を図ってまいり
ます。

　　(1) 株主の権利・平等性を確保します。

　　(2) ステークホルダーと適切に協働します。

　　(3) 適切な情報開示を実施し、透明性を確保します。

　　(4) ステークホルダーから期待された経営機能の実現を目指します。

　　(5) 株主との建設的な対話を行います。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

【原則4-11　取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】

　当社は、年齢、性別、背景によらず、当社の役員選任基準に基づき優れた人材を経営幹部（取締役）に登用することにしています。ジェンダーや
国際性面での多様性確保についても、引き続き検討していきます。

【原則5-2　経営戦略や経営計画の策定・公表】

　当社は、「新しい発想でお客様の価値創造に貢献します」という経営理念に基づき中期経営計画を策定し、その中で具体的な指標として、売上収
益および営業利益の目標値を定めております。一方、資本コストにつきましては、どのように経営に実効的に反映させるか等を引き続き検討して
いきます。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則1-4　政策保有株式】

　当社グループは、株式保有がグループ企業価値の長期的な向上に繋がると判断した場合に限り、株式を保有することがありますが、保有してい
る株式の総資産に占める割合は既に僅少であり、今後も個々の株式の保有については、毎年取引状況や保有に伴うリターンが当社が考える資
本コストに見合っているかなどを検証し、売却の要否を判断します。

　また、保有株式の議決権の行使については、議案毎に当社グループの安定的な企業価値の向上に繋がるか等を考慮の上、総合的に判断いた
します。

【原則1-7　関連当事者間の取引】

　当社は、当社取締役または主要株主等による関連当事者取引を取締役会の決議事項とし、取引の合理性（事業上の必要性）や取引条件の妥
当性等について確認しております。

　また、取締役会等の重要会議に上程される議案について、事前に事務局が法務部門と協同して、当該議案が関連当事者取引に該当しないか審
査を実施しております。

　さらに、内部監査部門における取引の内容等の事後的なチェックや監査役（会）の監査による健全性および適正性確保の仕組みを整備しており
ます。

【原則2-6　企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】

　当社は、運用専門性を高めてアセットオーナーとしての機能を発揮できるように、ＣＦＯ、財務担当部長および人事担当部長を年金運用の理事と
して任用することに加え、資金運用の経験を積んだ人財を常任理事に任用し、かつ、外部アドバイザーを起用して専門能力・知見を補完すること
で、当社の企業年金の適切な運用および管理を行っております。

【原則3-1　情報開示の充実】

（i）経営理念と経営計画

　当社ホームページhttps://www.nitto.com/jp/ja/about_us/をご参照ください。

（ii）コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方

　本報告書「１．基本的な考え方」をご参照ください。

　なお、「コーポレートガバナンスに関するガイドライン」については、(参考１)をご参照ください。

（iii）取締役および監査役の報酬方針

・取締役の報酬

　当社における取締役（社外取締役を除く）の報酬は、中長期的な業績向上および企業価値の持続的な向上への貢献意欲を高めるため、また、



固定報酬と変動報酬、現金報酬と株式報酬のバランス等にも配慮し、

　　・固定報酬としての基本報酬

　　・短期的業績連動報酬としての取締役賞与

　　・中期的業績連動報酬としての業績連動型株式報酬

　　　（中期経営計画の業績目標などを基本として取締役会で決定する各数値目標の達成度合いに応じて、０％から１５０％の範囲で支給する）

　　・中長期的業績連動報酬としての譲渡制限付株式報酬

の４種類で構成されています。そして、各報酬は、それぞれごとに株主総会で決議いただいた総額（および株式総数）の範囲内で決定しておりま
す。

　また、報酬の客観性および透明性を高めるために、取締役の報酬の考え方について経営・指名・報酬諮問委員会の意見を聴取したうえ、業績連
動型株式報酬については予め定める算定式により、その他の報酬については代表取締役が個人別の報酬の内容を個々の取締役の職務と責任
および実績に応じて決定することにしております。

　なお、当社の社外取締役の報酬は、取締役会の重要な意思決定を通じ経営の監督を行う等の役割に照らし、株式関連報酬その他の業績連動
型の要素を含めず、固定報酬である基本報酬のみで構成されています。

・監査役の報酬に関する方針

　当社における監査役の報酬は、取締役による職務執行に対する監査等の職務を担うことに照らし、株式関連報酬その他の業績連動型の要素を
含めず、固定報酬である基本報酬のみで構成されています。そして、当該報酬については、株主総会で決議いただいた総額の範囲内で決定して
おります。

　また、監査役の個人別の報酬の内容については、個々の監査役の職務と責任に応じた報酬額を監査役の協議によって決定しております。

（iv）（v）取締役・監査役候補者の指名方針・手続および個々の指名理由

（取締役会・監査役会の適切な構成について）

　当社は、現在の会社規模、取締役会・監査役会での実質的な議論の促進、社外取締役の適切な人数の確保等の観点から、取締役会において
は１０名以下（うち、独立社外取締役は２名以上）とするのが、適切な構成と考えており、定款においても上限を１０名と定めております。また、監査
役会においては５名以下（うち、独立社外監査役は半数以上）とし、適切な経験・能力及び必要な財務・会計・法務に関する知識を有する者を選任
し、そのうち最低１名は財務・会計に関する十分な知見を有している者であることが、適切な構成と考えており、定款においても上限を５名と定めて
おります。

（取締役・監査役の選解任について）

　取締役・監査役の選解任を行うに当たっては、より透明性・公正性を高めるために、経営・指名・報酬諮問委員会において審議を行い、取締役会
では当該諮問委員会の答申を尊重して最終的な決定を行います。さらに当社では、下記の役員選任基準を定め、当該基準を満たす者を適任者と
して指名しております。

＜役員選任基準＞

　これまでの経験による深い見識や高い専門性を有することを基本として、それに加えて経営理念を理解し、実践し、結果を出し、新しいことにチャ
レンジし続けられること。（なお、当社では、この要件を満たす者を『Ｎｉｔｔｏ　Ｐｅｒｓｏｎ』という）

＜役員解任基準＞

１．公序良俗に反する行為を行った場合

２．法令または定款その他当社グループの規程に違反し、当社グループに多大な損失または業務上の支障を生じさせた場合

３．職務執行に著しい支障が生じた場合

４．役員選任基準に定める資質が認められない場合

（社外取締役・社外監査役の指名について）

　社外取締役および社外監査役の指名を行うに当たっては「役員選任基準」に加え、「独立社外役員の選任基準」を定め、当該基準に満たす者を
適任者として指名しております。また、当社の取締役または監査役としての役割・責務を適切に遂行するために必要となる時間・労力を確保するた
め、社外取締役および社外監査役が他社の役員等を兼任する場合には、適切な兼任状況であることに留意しております。

　

　＜独立社外役員基準＞

　当社は、ガバナンスの客観性および透明性を確保するために、社外取締役および社外監査役（以下、総称して「社外役員」という）の独立性に関
する基準を以下のとおり定めます。

　当社は、社外役員または社外役員候補者が、当社において合理的に可能な範囲で調査した結果、次の各項目のいずれにも該当しないと判断さ
れる場合に、独立性を有しているものと判断します。

　１．当社および当社グループ会社（以下、総称して「当社グループ」という）の業務執行者（取締役、監査役または執行役員その他の使用人）また

　　　は過去１０年間において当社グループの業務執行者であった者

　２．当社の大株主（議決権所有割合１０％以上の株主。以下、同じ）の重要な業務執行者（取締役、監査役、会計参与、執行役または執行役員

　　　その他の重要な使用人。以下、同じ）

　３．当社が大株主である会社の重要な業務執行者

　４．当社の主要な取引先（直近事業年度における当社との取引の対価の支払額または受取額が、連結総売上高の２％超）の重要な業務執行者

　５．当社の主要な借入先（直近事業年度末における連結借入総額が、連結総資産の２％超）の重要な業務執行者

　６．当社から多額の報酬または寄付（直近事業年度において、個人は１千万円以上、法人・団体は連結総売上高の２％超）を受領する法律

　　　専門家、会計・税務専門家、各種コンサルティング専門家、研究・教育専門家

　７．当社および当社グループ会社の業務執行者の親族関係（３親等以内または同居親族）

　８．過去５年間において、上記２．から７．までのいずれかに該当していた者

　９．上記の他、独立社外役員としての独立性に疑義があり、一般株主と利益相反のおそれがあると合理的に判断される事情を有する者

（取締役・監査役候補者の個々の指名理由）

　当社「招集ご通知」の株主総会参考書類に記載の各候補者の経歴をご参照ください。なお、当社「招集ご通知」は、当社ホームページ
https://www.nitto.com/jp/ja/ir/に掲載しております。

【補充原則4-1-1　経営陣に対する委任の範囲】

　当社の意思決定には、経営の意思決定・監督機関としての取締役会、その意思決定に基づく業務執行体制としての経営戦略会議、事業部門
（本社機能も含む）毎の会議体、部門長など、各レベルの意思決定が存在しております（コーポレートガバナンス体制については、当社ホームペー
ジhttps://www.nitto.com/jp/ja/about_us/において開示しております）。

　そして、各レベルの意思決定の範囲については、決定事項の内容や決裁金額等に基づき具体的に区分されたグループ意思決定規程・基準によ



り規律しております。これにより、取締役会における経営の意思決定と業務執行の分離を確立し、取締役会における実効的な議論の確保を図って
おります。

【補充原則4-1-3　CEOの後継者計画】

　取締役会は、社長（最高経営責任者）の承継プラン（サクセッション・プラン）に基づき、後継者候補として必要な知識、経験および能力をもった者
が育成されるよう十分な時間と資源をかけて計画的に行われるよう適切に監督を行います。

【補充原則4-9　社外役員の独立性基準】

　本報告書【原則3-1　情報開示の充実】の「（iv）（v）取締役・監査役候補者の指名方針・手続および個々の指名理由（社外取締役・社外監査役の
指名について）」をご参照ください。

【補充原則4-11-1　取締役会・監査役会における規模等の考え方】

　本報告書【原則3-1　情報開示の充実】の「（iv）（v）取締役・監査役候補者の指名方針・手続および個々の指名理由（取締役会・監査役会の適切
な構成について）」をご参照ください。

【補充原則4-11-2　取締役・監査役の兼任状況】

　当社「招集ご通知」の株主総会参考書類に記載の各候補者の経歴をご参照ください。なお、当社「招集ご通知」は、当社ホームページ
https://www.nitto.com/jp/ja/ir/に掲載しております。

【補充原則4-11-3　取締役会全体の実効性についての分析・評価・開示】

　当社は、取締役および監査役に向けたアンケートを実施し、取締役会の実効性について分析・評価を行っております。

　2018年度の実効性評価の結果の概要に関しては、(参考２)をご参照ください。

　（2019年3月29日付「当社取締役会の実効性に関する評価の結果の概要について」）。

　

【補充原則4-14-2　取締役・監査役に対するトレーニング】

　当社は、取締役・監査役候補者を指名するに当たって、「役員選任基準」により、取締役・監査役の職務と責任を全うできる適任者として指名する
方針です。

　これに加えて、当社は、経営理念の実践やコンプライアンス、役員の企業責任に関する研修を定期的に実施しており、当該研修については従業
員だけでなく、模範となるべくすべての役員が参加しております。さらに、当社の社内役員は、その役割を果たすために、常に能動的に情報を収集
し、研鑽を積むように義務が課されております。

　また、新任の社外役員については、就任後速やかに、当社の事業内容、財務状況等に関する研修を受講しています。

【補充原則5-1　株主との建設的な対話に関する方針】

　当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のため、分かり易い形での説明とともに、株主との建設的な対話を促進し、株主の理解が
得られるよう努めます。そのため、次の方針を定めています。

　　(1) 当社は、ＩＲ活動を経営上の重要課題のひとつとして位置づけ、ＣＥＯを責任者、ＣＦＯを担当役員とし、経営幹部自らが、株主との対話を推

　　　　進する。

　　(2) 対話の実効性を確保するためＩＲ専任部署を設置する他、法務、経営企画、経理財務、総務、広報、グループ会社管理、ＣＳＲ推進等の各

　　　　担当部署と有機的な連携を図り、ＩＲ情報の共有や情報開示について社内横断的な体制を構築するとともに、情報取扱責任者を設置し、情

　　　　報の適時適切な開示に努める。

　　(3) 個別面談以外の対話の手段として、四半期ごとに決算説明会を開催し、ＣＥＯまたはＣＦＯが説明を行う。加えて米国、欧州、アジアにおい

　　　　て海外ＩＲを年１回以上行う。

　　(4) 株主との対話を通じて把握された意見や経営課題について、経営幹部や関連部門へ定期的にフィードバックして周知・共有を行い、経営に

　　　　反映する。

　　(5) インサイダー情報の管理に関して「日東電工グループインサイダー取引防止規程」を制定し、情報管理の周知徹底を図る。また、決算発表

　　　　前の期間は沈黙期間として株主・投資家との取材を制限する。

２．資本構成

外国人株式保有比率 30%以上

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 24,774,900 15.47

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 14,234,700 8.89

ＪＰ　ＭＯＲＧＡＮ　ＣＨＡＳＥ　ＢＡＮＫ　３８００５５ 7,043,535 4.40

ＳＴＡＴＥ　ＳＴＲＥＥＴ　ＢＡＮＫ　ＡＮＤ　ＴＲＵＳＴ　ＣＯＭＰＡＮＹ 3,250,301 2.03

資産管理サービス信託銀行株式会社（証券投資信託口） 3,097,000 1.93

ＳＴＡＴＥ　ＳＴＲＥＥＴ　ＢＡＮＫ　ＷＥＳＴ　ＣＬＩＥＮＴ　－　ＴＲＥＡＴＹ　５０５２３４ 3,057,344 1.91

ＪＰ　ＭＯＲＧＡＮ　ＣＨＡＳＥ　ＢＡＮＫ　３８０６３４ 2,921,843 1.82

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口５） 2,886,200 1.80

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口７） 2,532,700 1.58

ＳＴＡＴＥ　ＳＴＲＥＥＴ　ＢＡＮＫ　ＡＮＤ　ＴＲＵＳＴ　ＣＯＭＰＡＮＹ　５０５２２３ 2,476,410 1.55

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし



補足説明

１．当社は自己株式13,592,423株を保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。

２．持株比率は発行済株式の総数から自己株式を除いた数に基づき算出しております。

３．次のとおり大量保有報告書が提出されておりますが、当社としては２０１８年３月３１日現在の株主名簿に従って記載しております。

　・三井住友信託銀行株式会社およびその共同保有者の計３名　　　　　　　　11,964,700株（２０１７年３月１５日現在）

　・三菱東京ＵＦＪ銀行およびその共同保有者の計３名　　　　　　　　　　　　　　　8,699,710株 （２０１７年７月２４日現在）

　・野村アセットマネジメント株式会社　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　13,537,000株（２０１８年２月１５日現在）

　・ブラックロック・ジャパン株式会社およびその共同保有者の計１０名　　　　 14,524,891株（２０１８年４月３０日現在）

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 第一部

決算期 3 月

業種 化学

直前事業年度末における（連結）従業員
数

1000人以上

直前事業年度における（連結）売上高 1000億円以上1兆円未満

直前事業年度末における連結子会社数 50社以上100社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

―――



Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査役設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 10 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 9 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 3 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

3 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

古瀬　洋一郎 他の会社の出身者 △

八丁地　隆 他の会社の出身者 △

福田　民郎 学者

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

古瀬　洋一郎 ○

＜社外役員の属性情報＞

古瀬洋一郎氏と当社の間には、特別の利

害関係はありません。

上場企業の取締役、代表取締役を歴任されて
培われた経営に関する高い見識・経験を当社
の経営に反映していただくため。また、「その他
独立役員に関する事項」に記載の「独立社外役
員の選任基準」を満たしているため。

八丁地　隆 ○

＜社外役員の属性情報＞

八丁地隆氏と当社の間には、特別の利害
関係はありません。

上場企業の代表執行役、取締役を歴任するの
みならず、実際に海外に赴任した経歴により培
われたグローバル企業の経営者としての高い
見識・経験を当社の経営に反映していただくた
め。また、「その他独立役員に関する事項」に
記載の「独立社外役員の選任基準」を満たして
いるため。



福田　民郎 ○

＜社外役員の属性情報＞

福田民郎氏と当社の間には、特別の利害
関係はありません。

デザインを専門とする大学教授として、当社の
コーポレートブランドの確立に助言をいただい
た実績に加え、企業の顧問として経営に携わっ
た経験に基づき、当社の経営全般に対する助
言・提言を行っていただくため。また、「その他
独立役員に関する事項」に記載の「独立社外役
員の選任基準」を満たしているため。

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

あり

任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長（議長）の属性

委員会の名称 全委員（名）
常勤委員
（名）

社内取締役
（名）

社外取締役
（名）

社外有識者
（名）

その他（名）
委員長（議
長）

指名委員会に相当
する任意の委員会

経営・指名・報酬諮
問委員会

7 0 1 3 0 3
社内取
締役

報酬委員会に相当
する任意の委員会

経営・指名・報酬諮
問委員会

7 0 1 3 0 3
社内取
締役

補足説明

　当社は、代表取締役の諮問機関として、経営上の重要課題、役員の選任および役員報酬制度に関し、異なった視点からのアドバイスを得るため
に、社外取締役および社外監査役で構成する経営・指名・報酬諮問委員会を設置しております。

【監査役関係】

監査役会の設置の有無 設置している

定款上の監査役の員数 5 名

監査役の人数 5 名

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

　監査役と会計監査人との連携に関し、会計監査人からの監査報告および情報交換会議を定期的に開催しているほか、会計監査人の棚卸実査
の立会いなどを実施しております。

　また、監査役と内部監査部門との連携に関し、内部監査担当部署は、監査役に対し、監査体制・監査計画の定期的な報告、およびこれらに基づ
いた監査結果の報告を実施しております。

社外監査役の選任状況 選任している

社外監査役の人数 3 名

社外監査役のうち独立役員に指定され
ている人数

3 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k l m

寺西　正司 他の会社の出身者 △

豊田　正和 その他

白木　三秀 学者

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与

c 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役



d 上場会社の親会社の監査役

e 上場会社の兄弟会社の業務執行者

f 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

g 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

h 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

i 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

j 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

k 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

l 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

m その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

寺西　正司 ○

＜社外役員の属性情報＞

寺西正司氏と当社の間には、特別の利害

関係はありません。

金融機関における長年の経験と財務に関する
豊富な知見を当社の監査に反映していただくた
め。また、「その他独立役員に関する事項」に
記載の「独立社外役員の選任基準」を満たして
いるため。

豊田　正和 ○

＜社外役員の属性情報＞

豊田正和氏と当社の間には、特別の利害
関係はありません。

経済、国際貿易分野での高い見識と豊富な経
験を当社の監査に反映していただくため。ま
た、「その他独立役員に関する事項」に記載の
「独立社外役員の選任基準」を満たしているた
め。

白木　三秀 ○

＜社外役員の属性情報＞

白木三秀氏と当社の間には、特別の利害
関係はありません。

大学教授として労働問題、グローバル人材育
成の専門家であり、これらの高い見識を当社の
監査に反映していただくため。また、「その他独
立役員に関する事項」に記載の「独立社外役員
の選任基準」を満たしているため。

【独立役員関係】

独立役員の人数 6 名

その他独立役員に関する事項

　独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定しています。

　当社は、社外取締役および社外監査役の独立性を確保するため、「独立社外役員の選任基準」を定めております。

　「独立社外役員の選任基準」の内容については、本報告書「Ｉ　コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その
他の基本情報」の「１．基本的な考え方」の【補充原則4-9　社外役員の独立性基準】をご参照ください。

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

業績連動型報酬制度の導入、その他

該当項目に関する補足説明

当社は、取締役の中長期的な業績向上および企業価値の持続的な向上への貢献意欲を高めるため、中長期的業績連動報酬として、退職時まで
譲渡制限のある当社普通株式を割り当てる譲渡制限付株式報酬および中期的業績連動報酬として、取締役会においてあらかじめ設定した当該
数値目標の達成度合いに応じて当社普通株式を交付する業績連動型株式報酬を導入しております。

ストックオプションの付与対象者

該当項目に関する補足説明

―――

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 一部のものだけ個別開示

該当項目に関する補足説明



　有価証券報告書および事業報告にて取締役・監査役別に各々の総額を開示するとともに社外役員への支給総額についても開示しております。

また、有価証券報告書にて連結報酬等の総額が１億円以上である者を個別に開示しております。

　１）役員区分ごとの対象となる役員の員数、報酬等の種類別の総額および報酬等の総額

　　　取締役（社外取締役を除く）

　　　　　対象となる役員の員数７名

　　　　　報酬等の種類別の総額

　　　　　　　　基本報酬２４８百万円

　　　　　　　　役員賞与３２９百万円

　　　　　　　　新株予約権（株式報酬型ストックオプション）１１０百万円

　　　　　報酬等の総額６８８百万円

　　　社外取締役

　　　　　対象となる役員の員数４名

　　　　　報酬等の種類別の総額

　　　　　　　　基本報酬３６百万円

　　　　　報酬等の総額３６百万円

　　　監査役（社外監査役を除く）

　　　　　対象となる役員の員数３名

　　　　　報酬等の種類別の総額

　　　　　　　　基本報酬６７百万円

　　　　　報酬等の総額６７百万円

　　　社外監査役

　　　　　対象となる役員の員数３名

　　　　　報酬等の種類別の総額

　　　　　　　　基本報酬３２百万円

　　　　　報酬等の総額３２百万円

　２）報酬等の総額が１億円以上である者の報酬等の総額

　　　　　氏名　　　　　高崎秀雄

　　　　　役員区分　　取締役

　　　　　報酬等の種類別の額等

　　　　　　　　基本報酬９０百万円

　　　　　　　　役員賞与１０５百万円

　　　　　　　　新株予約権（株式報酬型ストックオプション）４３百万円

　　　　　報酬等の総額２３８百万円

　　　　　氏名　　　　　梅原俊志

　　　　　役員区分　　取締役

　　　　　報酬等の種類別の額等

　　　　　　　　基本報酬３７百万円

　　　　　　　　役員賞与５５百万円

　　　　　　　　新株予約権（株式報酬型ストックオプション）１５百万円

　　　　　報酬等の総額１０８百万円

　　　

(注)

　　１．上記には、当事業年度中に退任した取締役２名を含んでおります。

　　２．使用人兼務取締役の使用人分給与（賞与を含む）は上記報酬等と別枠でありますが、当事業年度は使用人分給与の支給はありません。

　　３．取締役の基本報酬の限度額は、第１５０回定時株主総会において、月額３０百万円（うち社外取締役分３百万円以内）と決議いただいてお

　　　ります。また、監査役の基本報酬の限度額は、第１３９回定時株主総会において、月額１２百万円と決議いただいております。

　　４．役員賞与額は、第１５３回定時株主総会でご承認いただいたものであります。

　　５．新株予約権（株式報酬型ストックオプション）につきましては、第１５２回定時株主総会でご承認いただいたものであります。

　　６．上記のほか、４６百万円を支給しております。これは、当事業年度に退任した取締役１名（社外取締役ではありません）に対して精算した

　　　退職慰労金４４百万円（第１３９回定時株主総会の決議に基づく役員退職慰労金制度廃止に伴うもの）と、前事業年度に退任した取締役

　　　１名（社外取締役ではありません）に対する会計上当事業年度に繰り越した２百万円（第１５２回定時株主総会の決議に基づき付与した

　　　新株予約権の一部）によるものであります。

報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

　報酬の算定方法の決定方針については、本報告書「Ｉ　コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基
本情報」の「１．基本的な考え方」の【原則3-1　情報開示の充実】をご参照ください。

【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】

　当社の社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。

　当社は、社外取締役に、経営全般に関して、一般株主を含む外部の視点からの客観的かつ公平な意見の表明、監督および社外で得られる重要
な情報提供等の機能および役割を、社外監査役に、社外の客観的な見地に基づく取締役の業務執行に対する監視・牽制の機能および役割を、そ



れぞれ期待しております。

　そして、社外取締役に対し、毎月、取締役会および経営戦略会議の議題、業務報告の議案資料などを事前に電子メール等で報告しています。

　また、社外監査役を補佐する監査役補助者を置き、(1)監査、監査役会等の開催決定、議事録作成、(2)会議資料の事前準備、(3)社外監査役へ
の諸情報提供を行っています。

　なお、社外取締役および社外監査役と当社の間には、特別の利害関係はありません。

【代表取締役社長等を退任した者の状況】

元代表取締役社長等である相談役・顧問等の氏名等

氏名 役職・地位 業務内容
勤務形態・条件

(常勤・非常勤、報酬有無等)
社長等退任日 任期

――― ――― ――― ――― ――― ―――

元代表取締役社長等である相談役・顧問等の合計人数 0 名

その他の事項

　当社は相談役に関する内規を定めており、取締役会長または取締役社長を退任した者に対して、経営・指名・報酬諮問委員会の意見聴取を経
たうえで、取締役社長の決定により委嘱しております。主に、社会活動等の対外業務に従事し（常勤） 、当社経営には一切関与しておりません。

　相談役の報酬は、経営・指名・報酬諮問委員会の意見聴取を経たうえで、取締役社長が決定します。

　相談役の任期は1年です。再任を妨げるものではありませんが、再任の際も上記選任と同様の手続きをその都度経ることとし、２回を限度として
います。

　現在、相談役の就任者はおりません。

　また、取締役会長または取締役社長を退任した者が、社外活動のため当社の肩書きを必要とする場合に、特別顧問の呼称を用いることがあり
ます（非常勤・無報酬）。

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

　当社は、会社法第３６２条および会社法施行規則第１００条の規定に従って、内部統制に関する基本方針を定め、以下のようなコーポレートガバ
ナンス体制のもと、業務執行を実施しています。

＜取締役（会）＞

　取締役会は、経営に係る重要な事項について意思決定するとともに、代表取締役、執行役員等による業務執行を監督しています。また、経営を
健全化し、透明性を確保するために、任期を１年に設定するとともに、社外取締役を複数選任しています。

＜代表取締役、執行役員、経営戦略会議＞

　代表取締役および執行役員（取締役を兼任している者を含む）は、取締役会が決定した基本方針に従い、業務執行の任にあたっています。業務
執行の意思決定に関しては、「グループ意思決定規程」を整備し、その中心となる重要意思決定機関として、常勤取締役および執行役員で構成さ
れる経営戦略会議を設置しています。

＜経営・指名・報酬諮問委員会＞

　代表取締役の諮問機関として、経営上の重要課題、役員の指名および役員報酬に関する事項に関し、異なった視点からのアドバイスを得るため
に、社外有識者（現在は、社外取締役および社外監査役）で構成する経営・指名・報酬諮問委員会を設置しています。

＜監査役（会）＞

　当社は、監査役制度を採用しています。監査役は、取締役会に出席して取締役の業務執行を監視するとともに、その他の重要会議への出席、
取締役および使用人からの活動状況聴取、決裁書類その他の重要書類の閲覧、本社・技術・事業部門や事業所等ならびに国内外のグループ会
社などの調査、会計監査人からの監査報告聴取および意見交換などを通じて、監査を実施しています。

＜内部統制委員会・専門委員会＞

　コンプライアンスやリスクマネジメントの推進に組織横断的に対応するため、関連部署の役職員で構成する専門委員会を設置しています。また、
取締役社長を委員長、常勤取締役を委員とする内部統制委員会が、各専門委員会からの報告等を通じて、内部統制に関する基本方針の見直し
や運用状況の確認などを行っています。

＜内部監査＞

　内部監査を担当する専門部署を設置したうえで、業務の改善、業績向上に資することを目的に、当社グループ各社の経営活動が正確、正当か
つ合理的に行われているかを監査しています。加えて、従業員、お客様、社会に対する安心を確保するために、品質・環境・安全を対象としたQES
監査も行っています。さらに外部評価も定期的に受けています。

＜責任限定契約の内容の概要＞

　当社は、定款に基づき社外取締役および社外監査役全員と会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に

基づく賠償責任限度額は、法令の定める最低責任限度額であります。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

上記に記載のコーポレート・ガバナンス体制により、業務執行、経営の監督が有効かつ効率的に機能すると認識しております。



Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

株主総会招集通知の早期発送

株主様に当社事業の状況を理解いただき、議案の検討を十分いただけるよう招集通知の
発送早期化に努め、約３週間前に発送を行っています。あわせて発送日に当社ホーム
ページに招集通知を掲載しています。また、当社ホームページにおいて、発送日前に招集
通知の日本語版を、発送日当日に英語版（参考訳）をそれぞれ掲載しています。

集中日を回避した株主総会の設定 株主様に対し、より開かれた株主総会を目指し、集中日以外の日に開催しています。

電磁的方法による議決権の行使 電子投票制度を採用して、議決権を行使できる環境を株主様に提供しています。

議決権電子行使プラットフォームへの参
加その他機関投資家の議決権行使環境
向上に向けた取組み

国内外の機関投資家が、招集通知関連情報をタイムリーに閲覧し、議決権の電子行使が
可能なICJ社のプラットフォームサービスを利用しています。

招集通知（要約）の英文での提供
招集通知、招集通知添付書類、株主総会参考書類を英訳し、当社ホームページ等で参考
訳として提供しています。

その他
株主様の便宜を図るため、当社ホームページ以外に、東京証券取引所およびＩＣＪ社のプ
ラットフォームに、招集通知の日本語版と英訳版（参考訳）を掲載しています。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有
無

ディスクロージャーポリシーの作成・公表

当社ホームページに日本語および英語で公表しています。

『情報開示の基本方針』、『情報開示の基準と方法』、『沈黙期間』、の３項から
なるディスクロージャーポリシーを定め、ステークホルダーの皆様に対し、適時
性、透明性、公平性の観点での情報提供を継続しています。

個人投資家向けに定期的説明会を開催 証券会社ホール等にて、定期的に説明会を実施しています。 なし

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

四半期ごとにCFO がテレフォンカンファレンスを主催しています(決算発表日)。

当社主催の会社説明会を年１回実施する他、証券会社主催のフォーラムに参
加し、トップ自ら説明を行っています。

あり

海外投資家向けに定期的説明会を開催
トップ自ら主要な機関投資家（北米、欧州およびアジア）へ訪問し説明を行って
います。

あり

IR資料のホームページ掲載
https://www.nitto.com/jp/ja/ir/ (日本語)

https://www.nitto.com/jp/en/ir/ （英語）

IRに関する部署（担当者）の設置 ブランド戦略統括部　IR部

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

社内規程等によりステークホルダーの立
場の尊重について規定

従業員、顧客、行政、取引先、地球環境、地域社会、株主等、すべてのステークホルダー
に対する倫理的な対応、遵法の確保について『Ｎｉｔｔｏグループビジネス行動ガイドライン』に
定め、１６言語で約３万名の全世界従業員に説明の上、配布しています。

（当社ホームページに開示　

https://www.nitto.com/jp/ja/about_us/sustainability/governance/guideline/ ）



環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施
経済性、環境適合性、社会適合性のトリプルボトムラインおよびガバナンスに関する活動
内容は、それらを一冊にまとめた『Ｎｉｔｔｏグループレポート』に記載しています。

（当社ホームページに開示　https://www.nitto.com/jp/ja/about_us/sustainability/ )

ステークホルダーに対する情報提供に
係る方針等の策定

従業員、顧客、行政、取引先、地球環境、地域社会、株主等、日東電工グループを取り巻く
ステークホルダーに対し、年度の活動実績、財務情報、さらには社会的な存在意義や社会
貢献などを包括的に伝えることを方針として、『Ｎｉｔｔｏグループレポート』を発行しています。
非財務情報はＧＲＩ（Global Reporting Initiative）を参考としています。

（当社ホームページに開示　https://www.nitto.com/jp/ja/about_us/sustainability/ ）



Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

＜内部統制に関する基本方針＞

　当社は、会社法第３６２条および会社法施行規則第１００条の規定に従って、次のとおり内部統制に関する基本方針を定めています。

【１】当社グループの取締役・使用人の職務執行が法令・定款に適合することを確保するための体制およびその他企業集団における業務の適正を
確保するための体制

（１）経営理念およびその具体的内容として法令・倫理規範遵守のためのＮｉｔｔｏグループビジネス行動ガイドラインを定め、当社グループ全役職員
にこれを周知・徹底するとともに、当社取締役は法令および倫理規範の遵守を率先垂範する。

（２）当社取締役会は社外取締役制度を採用する。

（３）当社グループのコンプライアンスやリスクマネジメント体制の整備を含むＣＳＲ活動を推進するため、ＣＳＲ担当役員（取締役または執行役員）
を定め、当該役員を委員長とするＣＳＲ委員会を設置する。

（４）ＣＳＲ委員会のほか、当社グループの横断的な課題、コンプライアンス、リスクマネジメントに取り組むため、関係部署で構成された専門委員会
を設置する。

（５）当社取締役社長を委員長とする内部統制委員会を設置し、本基本方針の運用状況を確認するとともに、必要に応じて方針の見直しを検討す
る。

（６）内部監査担当部署を置き、当社各部門およびグループ会社の業務プロセス、業務全般の適正性等について内部監査を行うとともに、安全・環
境・品質・輸出管理などに関して専門部署を設け、内部監査担当部署と連携して監査を行う体制をとる。

（７）社外の専門機関を直接の情報受領者とする通報システムのほか、社内担当窓口を整備し、ＣＳＲ担当役員を含む法令倫理委員会を設置して
その対応および再発防止体制の整備を行う。

（８）財務報告の信頼性を確保するための内部統制を含め、業務プロセスおよび業務全般の適正性、妥当性、効率性を確保するための体制を整
備する。

【２】当社取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

当社株主総会議事録、取締役会議事録、経営戦略会議議事録、稟議決裁文書等取締役の職務執行に係る文書については、文書管理および保
存に関する規程に基づき、書面または電磁的媒体等その記録媒体に応じて適切かつ確実に保存・管理し、必要に応じて閲覧可能な状態を維持す
る。

【３】当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制

（１）事業構成や海外での事業運営にかかわる事業リスク、為替変動やカントリーリスクなど外部要因に基づくリスク、新技術開発力や知的財産権
など技術競争力に関するリスクについて、当社取締役会、経営戦略会議および各事業執行組織において常時管理し、必要に応じて対応する。

（２）安全・環境・災害や製品の品質・欠陥に関するリスク、情報セキュリティや反社会的勢力への対応、独占禁止法・薬事法・輸出管理法などコン
プライアンスに関するリスクなどについて、それぞれ担当部署を定めて定期的に重要リスクの洗い出しを行い、個々のリスクについてそれぞれの
職制や各種委員会活動および必要に応じて編成するプロジェクト活動を通じて監視・対策する。

（３）万一、不測の事態が発生した場合には、速やかに当社取締役社長、ＣＳＲ担当役員および監査役に報告される体制を整え、当社取締役社長
のもとに危機対策本部を設置して損害の拡大を防止し、これを最小限に止め、事業継続および早期に復旧する体制を整える。

【４】当社取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

（１）当社取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として、取締役会を原則として月１回定期的に開催するほ
か、必要に応じて適宜臨時に開催する。

（２）当社の具体的な経営方針および経営戦略に関わる重要事項については、その重要度に応じて、取締役会決議とするほか、取締役および執
行役員によって構成される経営戦略会議（原則月１回開催）での決議、各事業執行組織主催の会議での決議または稟議決裁による決定等会社と
しての決裁ルールを整備する。

（３）業務執行の責任者およびその責任範囲、業務執行手続の詳細については、取締役会で定める組織、グループ意思決定規程等においてそれ
ぞれ定める。

【５】当社グループの取締役等の職務執行に係る事項の当社への報告に関する体制

（１）当社グループ会社の経営上の意思決定および重要事項について、当社との事前協議や当社への報告等が適切に行われるようグループ意思
決定規程・基準を整備する。

（２）グループ意思決定規程・基準に基づき、当社の取締役および執行役員が、それぞれ管掌する事業に関するグループ会社からの報告を受け、
必要に応じてその意思決定に関与する体制とすることにより、グループ全体の業務の適正を確保する。

【６】当社グループの取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

（１）当社グループの業務執行の責任者およびその責任範囲、業務執行手続の詳細について、グループ意思決定規程・基準等においてそれぞれ
定める。

（２）各グループ会社の業務執行が当社の重要事項に該当する場合には、その重要度に応じて、当社の取締役会その他会議体における決議とす
る。

【７】当社監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、当該使用人の取締役からの独立性
に関する事項および監査役の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

（１）当社監査役の職務を補助すべき使用人として、監査役補助者を置く。

（２）監査役補助者は、組織上、独立した部署に所属し、直接監査役の指揮命令下で業務を行う。

（３）監査役補助者の選任、異動については常勤監査役の了解を得たうえで決定する。

（４）監査役補助者の評価については、常勤監査役が決定する。

（５）監査役補助者は業務執行にかかる役職を兼務しない。

（６）当社取締役は、監査役監査の重要性と有用性を認識、理解し、当社グループに対しその旨周知徹底するとともに、内部監査体制の充実を図
る。

【８】当社取締役、その使用人、当社グループ取締役等が当社監査役(会)に報告をするための体制および当該報告者が当該報告をしたことを理由
として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

（１）当社取締役および使用人は、監査役(会)が定める監査計画に従って、当社グループの業務または業績に影響を与える重要な事項について当
社監査役に報告する。



（２）前記にかかわらず、当社監査役は必要に応じていつでも、当社取締役および使用人に対して報告を求めることができるとともに、重要な会議
への出席およびそれら会議の議事録または稟議決裁書類および各種報告書の閲覧を求めることができる。

（３）当社取締役は、コンプライアンスについての社内通報体制および緊急事態・事故発生時の報告体制を整え、その適切な運用を維持することに
より、当社監査役への迅速かつ適切な報告体制を確保する。

（４）社外の専門機関を直接の情報受領者とする通報システムを整備することにより、社内通報者が報告をしたことを理由として不利な取扱いを受
けない体制を確保する。

【９】当社監査役の職務執行について生ずる費用の前払いまたは償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に
係る方針に関する事項

当社監査役がその職務の執行について、当社に対し費用の前払いまたは償還の請求をしたときは、担当部門において審議のうえ、当該請求に係
る費用または債務が当該監査役の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。

【１０】その他監査役の監査が実効的に行われることを確保する体制

（１）当社監査役は、会計監査人および内部監査担当部署等と連携し、またグループ会社の監査役との意見・情報交換等を行い効率的に監査を
行うことができる体制を確保する。そして、内部監査担当部署と協力し、監査計画に従って各グループ会社を適宜監査する。

（２）前記監査のほか、監査役が必要に応じていつでも各グループ会社の監査役および取締役・経営幹部に報告を求めることができる体制を確保
する。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

＜反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方およびその整備状況＞

　当社グループでは、、『Ｎｉｔｔｏグループビジネス行動ガイドライン』において「全ての法や規制に従うこと」を基本方針としています。また、同ガイドラ
イン中の事業活動（地球環境・社会との関係）で反社会的勢力に相当する、社会の秩序や安全・人権を脅かすような行為、およびそうした団体へ
の支援を容認しないことを明記しています。

　さらに、「日東電工グループ反社会的取引防止規程」を定め、反社会的取引の禁止、従業員の義務、体制、渉外対応、周知徹底方法を明確に

しています。



Ⅴその他

１．買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

　当社株式の大規模買付け行為に対する基本的な考え方は、以下のとおりです。

　当社は、株式の大量保有を目的とする買付けが行われる場合において、それに応じるか否かは、最終的には株主の皆様の判断に委ねられる

べきものと考えておりますが、一方では高値での売抜け等の不当な目的による企業買収の存在も否定できず、そのような買収者から当社の基本
理念やブランドおよび株主を始めとする各ステークホルダーの利益を守るのは、当社の経営を預かる者として当然の責務であると認識しておりま

す。

　現在のところ、当社株式の大量買付けに係る具体的な脅威が生じているわけでなく、また当社としても、そのような買付者が出現した場合の具

体的な取組み（いわゆる「買収防衛策」）を予め定めるものではありませんが、当社としては、株主から付託を受けた経営者の責務として、当社株

式の取引や株主の異動状況を常に注視するとともに、株式の大量取得を企図する者が出現した場合には、直ちに当社として最も適切と考えられ

る措置を講じる方針です。

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

＜適時開示体制の概要＞

当社の会社情報の適時開示に係る社内体制の状況は、下記のとおりです。

１．適時開示に関する基本方針

　当社は、健全な事業活動を展開し、適切な情報開示とコミュニケーションにより株主の信頼に応え、法と倫理に基づき良識に従うことを情報開示
に関する基本姿勢としております。情報開示にあたっては、株主・投資家をはじめとするあらゆるステークホルダーのみなさまに、当社グループに
関する重要な情報を適時性・透明性・公平性の観点から継続して提供いたします。

２．適時開示に係る社内体制

　上記基本方針に基づく適時・適切な情報開示体制の充実を図るため、適時開示委員会を設置しております。

　適時開示委員会は、ＣＦＯを委員長とし、複数の関連部署の長により構成され、情報の収集、分析・判断、開示手順の各プロセスにおける体制

及び諸規程の整備について決定する他、適時開示の周知・啓蒙に関する事項及びこれらのプロセスが適正に行われているかどうかの検証を行う

こととしております。

　また、当社グループの情報開示に係る社内体制に関する規程として、経営上の重要性や金額等の基準に従い、意思決定機関及びその権限を

定めた規程、事故・災害等の緊急事態が発生した場合の情報を速やかに把握するため、発生した事項の緊急度に応じた報告ルートや報告内容

について定めた規程、未公表の内部情報の管理について定めた規程、社外への情報発信を一元化するため、担当部署や発信情報の取扱につ

いて定めた規程等を整備しております。

３．適時開示の手順

　当社グループの適時開示は、以下の手順に準拠して行われます。

　（１）情報収集

　　　上記諸規程に基づき、当社グループにおける決定事実・発生事実及び決算に関する情報について、適時開示規則により要請される開示基

　　準を上回る判断基準を定め、この基準に該当する情報が適時開示委員会に報告されるよう当社グループ内に周知することにより、適時に網

　　羅的な情報収集を行う体制としております。また、事故等緊急性の高い事項については、当社総務担当部署または取締役社長に直接報告

　　される報告ルートを定め、速やかな情報収集を行う体制としております。

　（２）情報の分析・判断及び開示

　　　適時開示委員会において、収集した情報を分析し、適時開示規則に準拠した開示の要否を判断することとしております。この判断に基づき、

　　情報取扱責任者がＩＲ担当部署に指示し、ＴＤｎｅｔ等の適切な方法による開示を行います。

４．適時開示体制に対する適正性の確保

　当社グループを対象としたコンプライアンス教育を実施し、インサイダー取引の防止や会社情報の管理に対する認識を高めております。さらに

適時開示委員会は、情報開示プロセス全体を通じて情報の収集や判断、開示手続が適正に行われているかどうかをチェックし、必要に応じて適

時開示に係る社内体制の見直しを図ることとしております。
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コーポレートガバナンスに関するガイドライン 

 

制定 ２０１５年１０月３０日 取締役会決議 

最終改定 ２０１８年１２月２５日 取締役会決議 

 

第１章 総則 

第１条（目的） 

当社は、コーポレートガバナンス体制について、持続的な成長および中長期的な企業価

値の向上を図る観点から、継続的に取り組むべき施策および対外的な開示に関するガイ

ドライン（以下「本ガイドライン」という）を策定する。 

 

第２条（経営理念） 

当社は、事業遂行における基本的価値観および目的意識を「経営理念」として確立する

とともに、その内容を対外的にも開示する。 

 

第３条（行動準則） 

当社は、「経営理念」とともに、これをベースに具体的な行動を示したガイドライン（「ビ

ジネス行動ガイドライン」。以下総称して「行動準則」という）を策定するとともに、役

職員に対して行動準則を周知徹底する。 

 

第４条（コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方） 

１． 当社は、コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方を別紙１に記載のとおり

とするとともに、その内容を対外的に開示する。なお、開示については、対象や媒体

等に応じて、趣旨を変えない範囲で、別紙記載の内容に追加や削除等できるものとす

る（以下同じ）。 

２． 当社は、コーポレートガバナンス体制について監査役会設置会社を採用し、その概

要を別紙２のとおり開示する。 

 

第５条（経営の考え方） 

当社は、メーカーであることを自覚し、変化の激しい事業環境下においても企業価値を

向上させるため、資源投入の重要度として 

（１）設備投資 

（２）配当 

（３）Ｍ＆Ａ 

（４）自社株買い 

との順位付けを経営の目安とする。 

参考１



  

 

 

第６条（中期経営計画） 

当社は、自社の資本コストを把握したうえで、持続的な成長に向けて具体的な中期経営

計画を策定するとともに、その概要を対外的に開示する。 

 

第２章 人権の尊重 

第７条（人権基本方針） 

当社は、持続的な成長のためには人権を尊重することが最重要事項と認識し、「Nitto グ

ループ人権基本方針」を策定する。 

 

第８条（ダイバーシティの重要性） 

当社は、「経営理念」を実践するためにはダイバーシティが重要であるという考え方の

もと、役職員の属性の多様化を図り、特性や個性を活かす組織づくりを推進する。 

 

第３章 適切な開示 

第９条（開示努力） 

当社は、財務情報および非財務情報について、法令に基づく開示を適切に行うだけでな

く、法令に基づく開示以外の情報提供（英語による提供を含む）にも主体的に取り組む。 

 

第 10条（ディスクロージャーポリシー） 

当社は、適時性・透明性・公平性の観点において、当社グループに関する重要な情報を

継続して提供するための「ディスクロージャーポリシー」を策定する。 

 

第 11条（開示場所の原則） 

当社は、コーポレートガバナンスに関する開示につき、常に確認可能な状態を維持する

ため、法令により指定された開示方法の他、当社ホームページにより開示することを原則

とする。 

 

第４章 株主の権利・平等性の確保 

第 12条（株主の平等性の確保） 

当社は、どの株主もその持分に応じて平等に扱い、株主間で情報格差が生じないよう適

時適切に情報開示を行う。 

 

第 13条（招集通知等の手続） 

１． 当社は、株主が株主総会議案について十分な検討期間を確保し、適切に議決権を行

使することができるよう、当社ホームページにおいて定時株主総会の招集通知を早



  

 

期開示する。また、原則として、当該招集通知を株主総会日の３週間前を目処に発送

する。 

２． 当社は、株主総会に出席しない株主を含む全ての株主が適切に議決権を行使するこ

とのできる環境（招集通知を英訳すること、議決権電子行使プラットフォームを利用

することや当社の株主総会をできる限り他社と異なる日に開催すること等を含む）

の整備に努める。 

３． 当社は、実質株主の株主総会への参加に関する手続方針を定める。 

 

第 14条（政策保有株式に関する事項） 

当社は、上場株式の政策保有に関する縮減の基本方針および政策保有株式に係る議決

権行使に関する基本方針を別途定め、対外的に開示する。 

 

第 14条の２（企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮） 

１． 当社は、企業年金の運用に当たり、適切な資質を持った人材の計画的な登用・配置

などの人事面や運用面における取組みを別途決定し、対外的に開示する。 

２． 当社は、企業年金の受益者と会社との間に生じ得る利益相反を適切に管理する。 

 

第５章 ステークホルダーとの適切な協働 

第 15条（ステークホルダーとの関係） 

当社は、ステークホルダーとの適切な協働やその利益を尊重する上で、コーポレートガ

バナンスの確立が極めて重要であることを考慮する。 

 

第６章 取締役（会）の役割等 

第 16条（取締役会の役割） 

１． 取締役会は、株主をはじめとする全てのステークホルダーに対して責務を負ってい

るとの認識のもと、効率的かつ実効的なコーポレートガバナンスを通じて「経営理念」

を実践することにより、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るこ

とについて責任を負う。 

２． 取締役会は、前項の責任を果たすため、経営戦略、中期・長期経営計画、経営課題

に関する議論、現状の統治機構の適否、社会・環境問題をはじめとするサステナビリ

ティーを巡る課題、経営陣候補者の指名、経営陣の評価およびその報酬の決定、重大

なリスクの評価および対応策の策定等、より大局的・実質的な議論を行うとともに、

経営全般に対する監督機能を発揮して経営の公正性・透明性の確保に努める。 

 

第 17条（社外取締役の役割） 

１． 社外取締役は、以下の役割を果たすものとする。 



  

 

・経営の方針や経営改善について、自らの職歴や経歴により培われた経営等の専門分

野に関する高い見識・経験に基づき、会社の持続的な成長を促し中長期的な企業価

値の向上を図る、との大局的な観点から意見を述べること 

・取締役会の重要な意思決定を通じ、経営の監督を行うこと 

・会社と経営陣・主要株主等の関連当事者との利益相反を監督すること 

・経営から独立した立場で、株主をはじめとするステークホルダーに対する説明責任

が果たせるか、という観点等からの監督機能を果たすこと 

２． 社外取締役は、経営陣との連絡・調整や監査役または監査役会との連携を図る。 

３． 当社は、社外取締役の独立性を確保するため、「独立社外役員の選任基準」を策定

し、その内容を対外的に開示する。 

 

第 18条（取締役（会）の構成、資格および指名の手続） 

１． 当社は、取締役会の実質的な議論を促進するため、取締役会の適切な人数を１０名

以下と考え、うち２名以上は独立社外取締役とする。また、その構成について、十分

に多様性を確保することに留意する。 

２． 当社は、社外取締役が他社の役員等を兼任する場合には、当社の取締役としての役

割・責務を適切に遂行するために必要となる時間・労力を確保するのに適切な兼任状

況であることに留意し、社外取締役の兼任状況を毎年開示する。 

３． 当社は、取締役会の実効性確保のため、取締役の選任基準として「役員選任基準」

を定める。 

４． 取締役の選任については、経営・指名・報酬諮問委員会の意見聴取を経て、取締役

会が株主総会に提出する議案の内容を定める。 

 

第 18条の２（取締役の解任の手続） 

１． 当社は、取締役会の実効性確保のため、取締役の解任基準として「役員解任基準」

を定める。 

２． 当社取締役は、他の取締役が「役員解任基準」に該当すると考える場合は、取締役

の責務として、取締役会において当該取締役の解任提案を行うものとする。 

 

第 19条（取締役（会）の構成、資格および指名の手続の開示） 

１． 当社は、第 18条に係る取締役（会）の構成、資格および指名の手続について別紙

３のとおりとするとともに、その内容を対外的に開示する。 

２． 当社は、取締役候補者について、「役員選任基準」を満たしていることを対外的に

開示する。 

 

第 20条（承継プラン） 



  

 

１． 取締役会は、社長（最高経営責任者）の承継プラン（サクセッション・プラン）に

基づき、後継者候補として必要な知識、経験および能力をもった者が育成されるよう十分

な時間と資源をかけて計画的に行われるよう適切に監督を行う。 

２． 取締役会は、社長（最高経営責任者）が退任するときには、前項の承継プランに基

づき、社長（最高経営責任者）の後継者となるべき候補者を決定する。 

 

第 21条（意思決定基準） 

１． 当社は、本ガイドラインで規定した取締役会の役割を実効的なものとするため、業

務執行機関等に委任する事項を明確にした「グループ意思決定規程・基準」を策定す

る。 

２． 当社は、「グループ意思決定規程・基準」に関して、取締役会の実効性が確保でき

るよう、適宜見直しを図る。 

３． 当社は、別紙４のとおり、本条に関する概要を対外的に開示する。 

 

第 22条（取締役会における個別審議事項） 

１． 取締役会は、毎年、その事業年度の株主総会において可決された会社提案議案に関

する投票結果について報告を受けるものとする。また、投票結果の分析を行い、必要

と認める場合、株主との対話等の対応を検討するものとする。 

２． 取締役会は、株主総会決議事項の一部につき取締役会へ委任することを株主総会に

提案するとき、コーポレートガバナンスに関する役割・責務を十分に果たし得るよう

な体制が整っているかを考慮するものとする。 

３． 取締役会は、本ガイドラインに基づき策定された上場株式の政策保有に関する縮減

の基本方針および政策保有株式に係る議決権行使に関する基本方針に基づき運用さ

れ、保有目的が適切か、保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合っているか等を

具体的に精査し、検証するため、毎年、政策保有株式に関する報告を受け、縮減の方

針に基づき継続保有または売却の判断をする。なお、その検証内容を開示するものと

する。 

４． 取締役会は、いわゆる買収防衛策を導入・運用する場合、受託者責任を全うする観

点から、株主に十分な説明を行うものとする。 

５． 取締役会は、株主の利益を害する可能性のある資本政策（増資、ＭＢＯ、公開買付

け等）を実施する場合、その合理性について株主に十分な説明を行うものとする。 

６． 取締役会は、当社が経営陣や主要株主等との取引（関連当事者間の取引）を行う場

合には、当該取引を取締役会の決議事項とする。さらに、会社や株主共同の利益を害

することのないよう、また、懸念を惹起することのないよう、当該手続に関する概要

を別紙５のとおり定めるとともに、その内容を対外的に開示する。 

７． 取締役会は、行動準則の策定・改訂の責務を担い、これを決議事項とする。さらに、



  

 

行動準則が国内外の事業活動の第一線にまで広く浸透し、実践されているかを確認

するために、行動準則の浸透に関する結果の報告を受ける。 

８． 取締役会は、内部通報体制の確立・整備を実現する責務を負うとともに、その運用

状況を監督するため、内部通報の結果について報告を受ける。 

９． 取締役会は、中期経営計画も株主に対するコミットメントの一つであるとの認識に

立ち、その実現に向けて最善の努力を行う。また、中期経営計画の達成度を調査した

うえ、自社が行った対応の内容等を十分に分析し、その分析結果を次期以降の計画に

反映させる。 

 

第 23条（取締役会事務局の役割） 

１． 取締役会事務局は、各回の取締役会に先立ち、事前に取締役会における上程内容に

ついて「グループ意思決定規程・基準」における取締役会決定事項、関連当事者間取

引の該当性を精査する。 

２． 取締役会事務局は、取締役会の議題および議案に関する資料を、各回の取締役会に

おいて充実した議論がされるよう、取締役会の会日に十分に先立って（ただし、緊急

性、機密性の高い案件についてはこの限りでない）、社外取締役を含む各取締役に配

付する。 

 

第 24条（取締役の責務） 

１． 取締役は、取締役会の構成員として会社の意思決定に参画するとともに、他の取締

役の職務執行を監督する。 

２． 取締役は、株主の信任に応えるべく、その期待される能力を発揮して、取締役会に

おいて、時には会社にとって損失につながる可能性もはらむ果敢な意思決定を行う

責務を自覚し、そのために十分な情報を収集し、積極的に意見を表明して議論を尽く

す等、当社のために十分な時間を費やし、取締役としての職務を遂行する。 

３． 取締役は、就任するに当たり、関連する法令、当社の定款、取締役会規則等の当社

の内部規程を理解し、その職責を十分に理解しなければならない。 

 

第 25条（取締役の研鑚および研修） 

１． 新任の社内取締役は、就任後速やかに、役員研修プログラムを受講する。 

２． 新任の社外取締役は、就任後速やかに、当社の事業内容、財務状況等に関する研修

を受講する。 

３． 取締役は、その役割を果たすために、当社の財務状態、法令遵守、コーポレートガ

バナンス等の事項に関して、常に能動的に情報を収集し、研鑽を積まなければならな

い。 

４． 当社は、前３項に関することの他、取締役に対するトレーニングに関する概要を別



  

 

紙６のとおりとし、その内容を対外的に開示する。 

 

第 26条（社外取締役による社内調査） 

１． 社外取締役は、必要があるときは、社内取締役、執行役員および従業員に対して説

明もしくは報告を求め、または社内資料の提出を求めることができる。 

２． 社外取締役は、必要があるときは、当社の費用において外部の専門家の助言を求め

ることができる。 

 

第 27条（自己評価） 

取締役会は、毎年、各取締役に対して、取締役会等に関する意見を確認する等して、取

締役会全体の実効性等について分析・評価を行い、その結果の概要について、対外的に開

示する。また、取締役会の運営の改善等に活用する。 

 

第 28条（取締役の報酬） 

１． 社内取締役の報酬は、株主の中長期的利益に連動するとともに、当該社内取締役の

当社の企業価値の最大化に向けた意欲をより高めることのできる、適切、公正かつバ

ランスの取れたものでなければならない。 

２． 当社は、取締役の報酬に関する方針を別紙７のとおり定め、その内容を対外的に開

示する。 

３． 社外取締役の報酬は、各社外取締役が当社の業務に関与する職責が反映されたもの

でなければならず、かつ、株式関連報酬等の業績連動型の要素が含まれてはならない。 

４． 取締役の報酬については、経営・指名・報酬諮問委員会の意見聴取を経て、取締役

会が株主総会に提出する議案の内容を定める。 

 

第７章 監査役（会）の役割等 

第 29条（監査役（会）の役割） 

監査役（会）は、取締役の職務の執行の監査、外部会計監査人の選解任や監査報酬に係

る権限の行使等の役割・責務を果たすに当たって、株主に対する受託者責任を踏まえ、独

立した客観的な立場において適切な判断を行う責務を負う。 

 

第 30条（社外監査役の役割） 

１． 社外監査役は、監査体制の独立性を一層高めるために法令上その選任が義務付けら

れていること、選任理由等を踏まえ、独立かつ中立の立場から客観的に監査意見を表

明することが特に期待されていることを認識し、その監査の判断の結果として忌憚

のない意見を述べる。 

２． 当社は、社外監査役の独立性を確保するため、「独立社外役員の選任基準」を策定



  

 

し、これを対外的に開示する。 

 

第 31条（監査役（会）の構成、資格および指名の手続） 

１． 当社は、監査役会の実質的な議論を促進するため、監査役会の適切な人数を５名以

下と考え、うち半数以上は独立社外監査役とする。また、監査役には、適切な経験・

能力及び必要な財務・会計・法務に関する知識を有する者を選任するものとし、特に、

財務・会計に関する十分な知見を有している者を１名以上選任する。 

２． 当社は、社外監査役が他社の役員等を兼任する場合には、当社の監査役としての役

割・責務を適切に遂行するために必要となる時間・労力を確保するのに適切な兼任状

況であることに留意し、社外監査役の兼任状況を毎年開示する。 

３． 当社は、監査役会の実効性確保のため、監査役の選任基準として「役員選任基準」

を定める。 

 

第 32条（監査役（会）の構成、資格および指名の手続の開示） 

１． 当社は、前条に係る監査役（会）の構成、資格および指名の手続について別紙３の

とおりとするとともに、その内容を対外的に開示する。 

２． 当社は、監査役候補者について、「役員選任基準」を満たしていることを対外的に

開示する。 

 

第 33条（監査役会事務局の役割） 

監査役会事務局は、監査役会の議題および議案に関する資料を、各回の監査役会におい

て充実した議論がされるよう、監査役会の会日に十分に先立って（ただし、緊急性、機密

性の高い案件についてはこの限りでない）、社外監査役を含む各監査役に配付する。 

 

第 34条（監査役の責務） 

１． 監査役は、その職務を補助すべき使用人を置くとともに、監査役会の構成員として

取締役の職務執行を監査し、監査報告を作成する。 

２． 監査役は、株主の信任に応えるべく、その期待される能力を発揮して、取締役会に

おいてあるいは経営陣に対して適切に意見を述べる責務を自覚し、そのために十分

な情報を収集し、積極的に意見を表明して議論を尽くす等、当社のために十分な時間

を費やし、監査役としての職務を遂行する。 

３． 監査役は、就任するに当たり、関連する法令、当社の定款、監査役会規則等の当社

の内部規程を理解し、その職責を十分に理解しなければならない。 

 

第 35条（監査役の研鑚および研修） 

１． 新任の社内監査役は、就任後速やかに、役員研修プログラムを受講する。 



  

 

２． 新任の社外監査役は、就任後速やかに、当社の事業内容、財務状況等に関する研修

を受講する。 

３． 監査役は、その役割を果たすために、当社の財務状態、法令遵守、コーポレートガ

バナンス等の事項に関して、常に能動的に情報を収集し、研鑽を積まなければならな

い。 

４． 当社は、前３項に関することの他、監査役に対するトレーニングに関する概要を別

紙６のとおりとし、その内容を対外的に開示する。 

 

第 36条（社外監査役による社内調査） 

１． 社外監査役は、必要があるときは、社内取締役、執行役員および従業員に対して説

明もしくは報告を求め、または社内資料の提出を求めることができる。 

２． 社外監査役は、必要があるときは、当社の費用において外部の専門家の助言を求め

ることができる。 

 

第 37条（監査役の報酬） 

１． 監査役の報酬は、株主総会で決議を得た監査役報酬総額の範囲内で、個々の監査役

の職務と責任に応じた報酬額を監査役の協議によって決定する。ただし、監査役は、

取締役による職務執行に対する監査等の職務を担うことに照らし、株式関連報酬等

の業績連動型の要素が含まれてはならない。 

２． 当社は、監査役の報酬に関する方針を別紙８のとおり定め、その内容を対外的に開

示する。 

 

第８章 外部会計監査人に関する事項 

第 38条（外部会計監査人に関する事項） 

１． 監査役（会）は、外部会計監査人の監査が適切に実施されるよう、その選任に当た

り基準を策定し、かつ、当該基準に基づき独立性と専門性を確認する。 

２． 監査役（会）は、外部会計監査人の再任、選任の適否については、取締役、社内関

係部署、外部会計監査人との情報交換を行い（再任については、外部会計監査人の職

務の遂行状況等の考慮を含む）、毎期検討する。 

３． 取締役会および監査役会は、外部会計監査人の監査が適切に実施されるよう、以下

の事項に十分配慮する。 

・高品質な監査を可能とする十分な監査時間の確保 

・外部会計監査人からＣＥＯ・ＣＦＯ等の経営陣幹部へのアクセス（面談等）の確

保 

・外部会計監査人と監査役（監査役会への出席を含む）、内部監査部門との十分な

連携の確保 



  

 

・外部会計監査人が不正を発見し適切な対応を求めた場合や、不備・問題点を指摘

した場合の会社側の対応体制の確立 

 

第９章 経営・指名・報酬諮問委員会に関する事項 

第 39条（経営・指名・報酬諮問委員会の設置） 

１． 当社は、代表取締役の諮問委員会として、経営・指名・報酬諮問委員会を置き、年

３回以上開催する。 

２． 経営・指名・報酬諮問委員会の委員の過半数は独立社外役員とする。 

 

第 40条（経営・指名・報酬諮問委員会の役割） 

経営・指名・報酬諮問委員会は、役員の選解任、取締役の報酬等に関する方針および個

人別の報酬の内容について検討し、代表取締役に諮問・意見を述べる。 

 

第 10章 株主との対話 

第 41条（株主との対話） 

当社は、株主との建設的な対話を促進するための体制整備・取組みに関する基本方針を

別紙９のとおり定め、その内容を対外的に開示する。 

 

第 11章 運用方針 

第 42条（ガイドラインの改廃） 

本ガイドラインの改廃は、取締役会の決議によるものとする。ただし、組織変更等に伴

う条項修正等の軽微な変更は、法務管掌役員の決裁によるものとする。 

 

第 43条（ガイドラインの見直し） 

１． 本ガイドラインの見直しは、毎年実施するものとする。 

２． 本ガイドラインの見直しは、次のとおり実施する。 

・各条項に関する責任部署を別途定める。 

・責任部署は、毎年、担当する条項につき修正の要否を検討し、修正の必要があると

判断するときは、当該条項の修正案を起案する。 

・本ガイドラインの見直しに関する課題等につき、必要に応じ、経営・指名・報酬諮

問委員会に意見を聴取する。 

・本ガイドラインの管理に関する事務局は、法務担当部署とする。 

  事務局の機能：責任部署の起案内容のとりまとめ、取締役会への起案 

         本ガイドラインの見直しのための予算の管理 

         本ガイドラインの新条項追加の要否の検討、責任部署の調整 

 



  

 

附則 

１． 本ガイドラインの第６条について、コーポレートガバナンス報告書には、当面以下の

とおり開示する。 

 

当社は、「新しい発想でお客様の価値創造に貢献します」という経営理念に基づき中期経営

計画を策定し、その中で具体的な指標として、売上収益および営業利益の目標値を定めてお

ります。一方、資本コストにつきましては、どのように経営に実効的に反映させるか等を引

き続き検討していきます。 

 

２． 本ガイドラインの第 18条第 1項について、コーポレートガバナンス報告書には、当

面以下のとおり開示する。 

 

当社は、年齢、性別、背景によらず、当社の役員選任基準に基づき優れた人財を経営幹部（取

締役）に登用することにしています。ジェンダーや国際性面での多様性確保についても、引

き続き検討していきます。 

 

  



  

 

【別紙１】 

コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方（原則３－１（ⅱ）） 

 

当社グループは、事業遂行における基本的価値観および目的意識を「経営理念」として確

立しております。そして、「経営理念」をベースに具体的な行動を示したガイドライン（「グ

ループビジネス行動ガイドライン」）を策定し、役職員に周知徹底しております。 

「経営理念」のもと、企業価値を最大化させ永続的に発展していくためには、果敢な経営

判断とともに、意思決定の迅速性や透明性が必要と考えております。そのためには、コーポ

レートガバナンスの確立が極めて重要な課題であると捉え、次の基本原則に沿って、「コー

ポレートガバナンスに関するガイドライン」を策定し、体制のより一層の充実化を図ってま

いります。 

①株主の権利・平等性を確保します。 

②ステークホルダーと適切に協働します。 

③適切な情報開示を実施し、透明性を確保します。 

④ステークホルダーから期待された経営機能の実現を目指します。 

⑤株主との建設的な対話を行います。 

 

 さらに、公正かつ透明性のある経営のために、専門分野ごとに基本方針を定めていま

す。 

･ 人権基本方針  

･ 内部統制に関する基本方針 

･ 財務報告に係る内部統制に関する基本方針  

･ ディスクロージャーポリシー  

･ 環境基本方針  

･ 化学物質管理方針  

･ 品質基本方針  

･ 労働安全衛生方針  

･ 情報セキュリティ基本方針 

･ 税務コンプライアンスポリシー 

 

  



  

 

【別紙２】 

コーポレートガバナンスに関する体制の概要 

 

当社は、会社法第３６２条および会社法施行規則第１００条の規定に従って、内部統制

に関する基本方針を定め、以下のようなコーポレートガバナンス体制のもと、業務執行を

実施しています。 

 

＜コーポレートガバナンス体制の模式図＞ 

 

 

＜取締役（会）＞ 

取締役会は、経営に係る重要な事項について意思決定するとともに、代表取締役、執行

役員等による業務執行を監督しています。また、経営を健全化し、透明性を確保するため

に、任期を１年に設定するとともに、社外取締役を複数選任しています。 

 

＜代表取締役、執行役員、経営戦略会議＞  

代表取締役および執行役員（取締役を兼任している者を含む）は、取締役会が決定した基

本方針に従い、業務執行の任にあたっています。業務執行の意思決定に関しては、「グルー

プ意思決定規程」を整備し、その中心となる重要意思決定機関として、常勤取締役および執

行役員で構成される経営戦略会議を設置しています。 

 



  

 

＜経営・指名・報酬諮問委員会＞  

代表取締役の諮問機関として、経営上の重要課題、役員の指名および役員報酬に関する

事項に関し、異なった視点からのアドバイスを得るために、社外有識者（現在は、社外取

締役および社外監査役）で構成する経営・指名・報酬諮問委員会を設置しています。 

 

＜監査役（会）＞  

当社は、監査役制度を採用しています。監査役は、取締役会に出席して取締役の業務執

行を監視するとともに、その他の重要会議への出席、取締役および使用人からの活動状況

聴取、決裁書類その他の重要書類の閲覧、本社・技術・事業部門や事業所等ならびに国内

外のグループ会社などの調査、会計監査人からの監査報告聴取および意見交換などを通じ

て、監査を実施しています。 

 

＜内部統制委員会・専門委員会＞ 

コンプライアンスやリスクマネジメントの推進に組織横断的に対応するため、関連部署

の役職員で構成する専門委員会を設置しています。また、取締役社長を委員長、常勤取締

役を委員とする内部統制委員会が、各専門委員会からの報告等を通じて、内部統制に関す

る基本方針の見直しや運用状況の確認などを行っています。 

 

＜内部監査＞  

内部監査を担当する専門部署を設置したうえで、業務の改善、業績向上に資することを

目的に、当社グループ各社の経営活動が正確、正当かつ合理的に行われているかを監査し

ています。加えて、従業員、お客様、社会に対する安心を確保するために、品質・環境・

安全を対象とした QES 監査も行っています。さらに外部評価も定期的に受けています。  



  

 

【別紙３】 

取締役・監査役の選解任にあたっての方針と手続について（原則３－１（ⅳ）、補充原則４

－１１①） 

【取締役会・監査役会の適切な構成について】 

当社は、現在の会社規模、取締役会・監査役会での実質的な議論の促進、社外取締役の適

切な人数の確保等の観点から、取締役会においては１０名以下（うち、独立社外取締役は２

名以上）とするのが、適切な構成と考えており、定款においても上限を１０名と定めており

ます。また、監査役会においては５名以下（うち、独立社外監査役は半数以上）とし、適切

な経験・能力及び必要な財務・会計・法務に関する知識を有する者を選任し、特に、財務・

会計に関する十分な知見を有している者を１名以上選任することが、適切な構成と考えて

おり、定款においても上限を５名と定めております。 

 

【取締役・監査役の選解任について】 

 取締役・監査役の選解任に当たっては、下記の役員選任基準および役員解任基準を定め、

当該基準に沿って運用しております。さらに、取締役の選解任については、より透明性・公

正性を高めるために、経営・指名・報酬諮問委員会において審議を行い、取締役会では当該

諮問委員会の答申を尊重して最終的な決定を行います。 

 

＜役員選任基準＞ 

これまでの経験による深い見識や高い専門性を有することを基本として、これに加えて

経営理念を理解し、実践し、結果を出し、新しいことにチャレンジし続けられること。 

（なお、当社では、この要件を満たす者を『Ｎｉｔｔｏ Ｐｅｒｓｏｎ』という） 

 

＜役員解任基準＞ 

１．公序良俗に反する行為を行った場合 

２．法令または定款その他当社グループの規程に違反し、当社グループに多大な損失または

業務上の支障を生じさせた場合 

３．職務執行に著しい支障が生じた場合  

４．役員選任基準に定める資質が認められない場合 

 

【社外取締役・社外監査役の指名について】 

社外取締役および社外監査役の指名を行うに当たっては「役員選任基準」に加え、「独立

社外役員の選任基準」を定め、当該基準に満たす者を適任者として指名しております。当社

の取締役または監査役としての役割・責務を適切に遂行するために必要となる時間・労力を

確保するため、社外取締役および社外監査役が他社の役員等を兼任する場合には、適切な兼

任状況であることに留意しております。 



  

 

＜独立社外役員基準＞ 

当社は、ガバナンスの客観性および透明性を確保するために、社外取締役および社外監査役（以

下、総称して「社外役員」という）の独立性に関する基準を以下のとおり定めます。 

当社は、社外役員または社外役員候補者が、当社において合理的に可能な範囲で調査した結果、

次の各項目のいずれにも該当しないと判断される場合に、独立性を有しているものと判断しま

す。 

 

１．当社および当社グループ会社（以下、総称して「当社グループ」という）の業務執行者（取

締役、監査役または執行役員その他の使用人）または過去１０年間において当社グループの

業務執行者であった者 

２．当社の大株主（議決権所有割合１０％以上の株主。以下、同じ）の重要な業務執行者（取締

役、監査役、会計参与、執行役または執行役員その他の重要な使用人。以下、同じ） 

３．当社が大株主である会社の重要な業務執行者 

４．当社の主要な取引先（直近事業年度における当社との取引の対価の支払額または受取額が、

連結総売上高の２％超）の重要な業務執行者 

５．当社の主要な借入先（直近事業年度末における連結借入総額が、連結総資産の２％超）の重

要な業務執行者 

６．当社から多額の報酬または寄付（直近事業年度において、個人は１千万円以上、法人・団体

は連結総売上高の２％超）を受領する法律専門家、会計・税務専門家、各種コンサルティン

グ専門家、研究・教育専門家 

７．当社および当社グループ会社の業務執行者の親族関係（３親等以内または同居親族） 

８．過去５年間において、上記２．から７．までのいずれかに該当していた者 

９．上記の他、独立社外役員としての独立性に疑義があり、一般株主と利益相反のおそれがある

と合理的に判断される事情を有する者 

 

  



  

 

【別紙４】 

取締役会の委任の範囲の概要（補充原則４－１①） 

 

当社の意思決定には、経営の意思決定・監督機関としての取締役会、その意思決定に基づ

く業務執行体制としての経営戦略会議、事業部門（本社機能も含む）毎の会議体、部門長な

ど、各レベルの意思決定が存在しております（コーポレートガバナンス体制については、当

社ホームページにおいて開示しております）。 

そして、各レベルの意思決定の範囲については、決定事項の内容や決裁金額等に基づき具

体的に区分されたグループ意思決定規程・基準により規律しております。これにより、取締

役会における経営の意思決定と業務執行の分離を確立し、取締役会における実効的な議論

の確保を図っております。 

 

  



  

 

【別紙５】 

関連当事者間の取引（原則１－７） 

 

当社は、当社取締役または主要株主等による関連当事者取引を取締役会の決議事項と

し、取引の合理性（事業上の必要性）や取引条件の妥当性等について確認しております。 

また、取締役会等の重要会議に上程される議案について、事前に事務局が法務部門と協

同して、当該議案が関連当事者取引に該当しないか審査を実施しております。 

さらに、内部監査部門における取引の内容等の事後的なチェックや監査役（会）の監査

による健全性および適正性確保の仕組みを整備しております。 

 

  



  

 

【別紙６】 

取締役・監査役のトレーニング（補充原則４－１４②） 

 

当社は、取締役・監査役候補者を指名するに当たって、「役員選任基準」により、取締役・

監査役の職務と責任を全うできる適任者として指名する方針です。 

これに加えて、当社は、経営理念の実践やコンプライアンス、役員の企業責任に関する研

修を定期的に実施しており、当該研修については従業員だけでなく、模範となるべくすべて

の役員が参加しております。さらに、当社の社内役員は、その役割を果たすために、常に能

動的に情報を収集し、研鑽を積むように義務が課されております。 

また、新任の社外役員については、就任後速やかに、当社の事業内容、財務状況等に関す

る研修を受講しています。 

  



  

 

【別紙７】 

取締役の報酬に関する方針（原則３－１（ⅲ）） 

 

当社における取締役（社外取締役を除く）の報酬は、中長期的な業績向上および企業価値

の持続的な向上への貢献意欲を高めるため、また、固定報酬と変動報酬、現金報酬と株式報

酬のバランス等にも配慮し、 

・固定報酬としての基本報酬 

・短期的業績連動報酬としての取締役賞与 

・中期的業績連動報酬としての業績連動型株式報酬 

（中期経営計画の業績目標などを基本として取締役会で決定する各数値目標の達成度合

いに応じて、０％から１５０％の範囲で支給する） 

・中長期的業績連動報酬としての譲渡制限付株式報酬の４種類で構成されています。そし

て、各報酬は、それぞれごとに株主総会で決議いただいた総額（および株式総数）の範囲内

で決定しております。 

また、報酬の客観性および透明性を高めるために、取締役の報酬の考え方について経営・

指名・報酬諮問委員会の意見を聴取したうえ、業績連動型株式報酬については予め定める算

定式により、その他の報酬については代表取締役が個人別の報酬の内容を個々の取締役の

職務と責任および実績に応じて決定することにしております。 

なお、当社の社外取締役の報酬は、取締役会の重要な意思決定を通じ経営の監督を行う等

の役割に照らし、株式関連報酬その他の業績連動型の要素を含めず、固定報酬である基本報

酬のみで構成されています。 

 

  



  

 

【別紙８】 

監査役の報酬に関する方針 

 

当社における監査役の報酬は、取締役による職務執行に対する監査等の職務を担うこと

に照らし、株式関連報酬その他の業績連動型の要素を含めず、固定報酬である基本報酬の

みで構成されています。そして、当該報酬については、株主総会で決議いただいた総額の

範囲内で決定しております。 

また、監査役の個人別の報酬の内容については、個々の監査役の職務と責任に応じた報

酬額を監査役の協議によって決定しております。 

  



  

 

【別紙９】 

株主との建設的な対話に関する方針（原則５－１） 

 

当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のため、分かり易い形での説明とと

もに、株主との建設的な対話を促進し、株主の理解が得られるよう努めます。そのため、

次の方針を定めています。 

 

①当社は、ＩＲ活動を経営上の重要課題のひとつとして位置づけ、ＣＥＯを責任者、Ｃ

ＦＯを担当役員とし、経営幹部自らが、株主との対話を推進する。 

②対話の実効性を確保するためＩＲ専任部署を設置する他、法務、経営企画、経理財務、

総務、広報、グループ会社管理、ＣＳＲ推進等の各担当部署と有機的な連携を図り、

ＩＲ情報の共有や情報開示について社内横断的な体制を構築するとともに、情報取

扱責任者を設置し、情報の適時適切な開示に努める。 

③個別面談以外の対話の手段として、四半期ごとに決算説明会を開催し、ＣＥＯまたは

ＣＦＯが説明を行う。加えて米国、欧州、アジアにおいて海外ＩＲを年１回以上行う。 

④株主との対話を通じて把握された意見や経営課題について、経営幹部や関連部門へ

定期的にフィードバックして周知・共有を行い、経営に反映する。 

⑤インサイダー情報の管理に関して「日東電工グループインサイダー取引防止規程」を

制定し、情報管理の周知徹底を図る。また、決算発表前の期間は沈黙期間として株主・

投資家との取材を制限する。 
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当社取締役会の実効性に関する評価の結果の概要について 

  

当社は、東京証券取引所が定める「コーポレートガバナンス・コード」に基づき、取締役会の実効性に関する分

析・評価を実施しました。この度、２０１８年度の分析・評価が完了しましたので、その概要を下記のとおりお知らせ

いたします。 

1. 分析・評価の方法 

当社は、取締役会の各メンバー（監査役を含む）に「当社取締役会の実効性に関するアンケート」を実施

しました。そのうえで、取締役会において、このアンケート集計結果に基づき、取締役会の構成、運営、意思

決定のプロセスなどのテーマを中心に、協議し、取締役会が実効的に機能して、役割を果たしているかにつ

いて、分析・評価を行いました。 

2. 取締役会の実効性に関する分析・評価結果の概要 

 当社取締役会は、分析・評価の結果、取締役会の実効性は概ね確保されているものと判断いたしました。 

２０１８年度は、昨年度の評価（※2018 年３月 30 日付「当社取締役会の実効性に関する評価の結果の概

要について」をご参照ください）を参考に、取締役会の付議事項や運営の見直しを行い、各事業部（門）の現

状や展望などを共有したうえで、事業戦略等についての討議を行いました。また、これを踏まえて、来年度に

おいて議論すべき中長期的な経営テーマについて確認しました。 

3. 今後の対応 

 当社取締役会は、上記の分析・評価の結果を踏まえ、取締役会全体の実効性を更に高めて行くための継

続的な取組みを行ってまいります。 

 

以上 

参考２


